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安中市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

安中市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年安中

市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１４条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

第２１条第３項中「。以下「認定こども園法」という。」を削る。 

第２３条第１項中「（国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条の 

５第５項に規定する事業実施区域内にある一般型乳児等通園支援事業所にあっては、保 

育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同 

じ。）」を削る。 

第２６条各号を次のように改める。 

（１） 保育所 群馬県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年群馬県条例第９３号）（保育所に係るものに限る。） 

（２） 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 群馬県認定こども園の認定基

準に関する条例（平成１８年群馬県条例第５９号） 

（３） 幼保連携型認定こども園 群馬県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職

員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年群馬県条例第６１

号） 

（４） 家庭的保育事業等を行う事業所 安中市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２６年安中市条例第１７号）（居宅訪問型保育

事業に係るものを除く。） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



安中市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

安中市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年安中

市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１４条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

第２１条第３項中「。以下「認定こども園法」という。」を削る。 

第２３条第１項中「（国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条の 

５第５項に規定する事業実施区域内にある一般型乳児等通園支援事業所にあっては、保 

育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同 

じ。）」を削る。 

第２６条各号を次のように改める。 

（１） 保育所 群馬県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年群馬県条例第９３号）（保育所に係るものに限る。） 

（２） 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 群馬県認定こども園の認定基

準に関する条例（平成１８年群馬県条例第５９号） 

（３） 幼保連携型認定こども園 群馬県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職

員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年群馬県条例第６１

号） 

（４） 家庭的保育事業等を行う事業所 安中市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２６年安中市条例第１７号）（居宅訪問型保育

事業に係るものを除く。） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


